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(57)【要約】
【課題】　適正範囲内の押圧力で指先を確実に押し付け
ることができ、常に安定した波形の脈波を検出すること
。
【解決手段】　指先Ｆに照射した光Ｌ１の反射光Ｌ２を
受光し、該反射光の受光量に基づいて脈波を検出する装
置であって、光を照射する発光部１０と、反射光を受光
する受光部１１と、発光部及び受光部が設けられ、指先
で押し下げ可能な可動板と、反射光の受光量に基づいて
脈波を検出する演算処理部３と、検出された脈波を表示
する表示部４と、可動板を押し下げた時の押圧力から指
先の押し下げ荷重を検出する荷重センサ５と、を備え、
演算処理部が、荷重センサで検出された押し下げ荷重が
予め決められた設定範囲内であるか否かを判断すると共
に、範囲外と判断した場合には表示部に押圧力の強弱を
指示する表示を行い、範囲内と判断した場合には発光部
を作動させて脈波検出を開始させる脈波検出装置１を提
供する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指先に照射した光の反射光を受光し、該反射光の受光量に基づいて脈波を検出する脈波
検出装置であって、
　前記光を照射する発光部と、
　前記反射光を受光する受光部と、
　前記発光部及び前記受光部が設けられ、前記指先で押し下げ可能な可動板と、
　前記受光部で受光した前記反射光の受光量に基づいて、前記脈波を検出する演算処理部
と、
　前記演算処理部で検出された前記脈波を表示する表示部と、
　前記可動板を押し下げた時の押圧力から前記指先の押し下げ荷重を検出する荷重センサ
と、を備え、
　前記演算処理部は、前記荷重センサで検出された押し下げ荷重が予め決められた設定範
囲内であるか否かを判断すると共に、範囲外と判断した場合には前記表示部に押圧力の強
弱を指示する表示を行い、範囲内と判断した場合には前記発光部を作動させて脈波検出を
開始させることを特徴とする脈波検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の脈波検出装置において、
　前記可動板を一定の弾性力でフローティング支持する弾性体を備えていることを特徴と
する脈波検出装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の脈波検出装置において、
　前記演算処理部は、前記脈波検出を開始させた後、一定時間の間、息を止める旨の指示
を前記表示部に表示させることを特徴とする脈波検出装置。
【請求項４】
　指先に照射した光の反射光を受光し、該反射光の受光量に基づいて脈波を検出する脈波
検出方法であって、
　前記光を照射する発光部と、前記反射光を受光する受光部と、が設けられた可動板が指
先で押し下げられた時に、指先から伝わる押圧力から指先の押し下げ荷重を検出する荷重
検出工程と、
　検出された前記押し下げ荷重が予め決められた設定範囲内であるか否かを判断すると共
に、範囲外と判断した場合には表示部に押圧力の強弱を指示する表示を行い、範囲内と判
断した場合には前記発光部を作動させて脈波検出を開始させる判断工程と、
　前記脈波検出が開始された後、前記受光部で受光した前記反射光の受光量に基づいて、
前記脈波を検出すると共に、該脈波を前記表示部に表示する検出工程と、を備えているこ
とを特徴とする脈波検出方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の脈波検出方法であって、
　前記検出工程の際、一定時間の間、息を止める旨の指示を前記表示部に表示することを
特徴とする脈波検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脈波を光学的に検出する脈波検出装置及び脈波検出方法に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、脈波を検出して該脈波から、脈拍数や血中酸素飽和度等の生体情報を測定す
る脈波検出装置が知られている。この種の脈波検出装置は、近年の健康管理への高まりに
より様々なものが提供されているが、その多くは、指先に光を照射して生体を経由した光
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を受光し、その受光量に基づいて脈波を検出している。具体的には、指先に光を照射する
と、光の一部が血管内を流れるヘモグロビン等によって吸収される。そのため、生体を経
由した光（生体で反射した光或いは生体を透過した光）の受光量は、血流変動、即ち脈動
に応じて変動する。よって、この受光量に基づいて、脈波を検出することができる。特に
、指先には動脈血管が集中しているため、脈波検出には非常に適している。
【０００３】
　ところで、脈波を正確に検出するには、指先に光を照射する発光部と、生体を経由した
光を受光する受光部とに対して、指先を確実に押し付けて密着させる必要がある。しかも
、単に密着させるだけでなく、指先を適正な範囲内に収まった押圧力（例えば、１００ｇ
ｆ～１５０ｇｆの押圧力）で押し付ける必要がある。
　ここで、指先を適正範囲内の押圧力で押し付けた場合の脈波を図５に示す。図５に示す
点線は、心臓が脈を打ったタイミングを示すものである。この場合には、図５に示すよう
に、明瞭な波形で表される脈波を得ることができる。これに対して、指先を過度の押圧力
で押し付けたり、軽く触れた程度の押圧力で押し付けたりしてしまった場合には、血管が
圧迫されて血流が滞ったり、光が血管に確実に照射されなかったり、外乱の影響を受け易
くなってしまったりしてしまう。そのため、図５に示すように、脈波の波形を正確に得る
ことが難しくなってしまうものであった。特に、適正範囲から外れるほど、正確な波形を
得ることが難しくなってしまう。
【０００４】
　このように、脈波の波形を正確に得ることができない場合には、波形の傾き等から解析
することができる様々な生体情報を得ることができなくなってしまう。そのため、このよ
うな不都合を回避するためにも、指先を適正な範囲内に収まった押圧力で押し付けて、脈
波を正確に検出する必要がある。
【０００５】
　そこで、指のサイズや体動の影響を受けることなく、指先を所定の押圧力で押し付けて
脈波を検出することができる脈波検出装置が知られている（特許文献１参照)。
　この脈波検出装置は、バネ等の押圧手段によって指先に押圧される可動部を備えており
、該可動部に発光部及び受光部からなる脈波センサが設けられている。そのため、指先を
所定位置にセットすると、押圧手段によって押圧された可動部が指先に自然と押し付けら
れた状態となる。その結果、所定の押圧力で指先を押し付けたことと同じになり、脈波を
正確に検出することができる。
【特許文献１】特開平１０－４３１５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の脈波検出装置には、まだ以下の課題が残されている。
　確かに押圧手段によって可動部側が指先に自然と押圧されるので、押圧力を適正範囲内
にすることが可能であるが、その前提として、指先に力を加えないことが必要である。つ
まり、ユーザが指先の押圧力を自分自身でコントロールするのではなく、相手任せにする
必要がある。ところが、実際には脈波検出を行っている際に、指先に力が入ってしまった
り、力が抜けたりする場合が多々ある。そのため、押圧力が小さくなってしまったり、バ
ネが撓んだ状態でも可動部をさらに押し付けてしまい結果的に押圧力が大き過ぎたりする
可能性があった。よって、逆に押圧力が不安定になってしまい、常に安定して正確な脈波
を得ることが難しいものであった。
【０００７】
　本発明は、このような事情に考慮してなされたもので、その目的は、適正範囲内の押圧
力で指先を確実に押し付けることができ、常に安定した波形の脈波を検出することができ
る脈波検出装置及び脈波検出方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明は、前記課題を解決するために以下の手段を提供する。
　本発明に係る脈波検出装置は、指先に照射した光の反射光を受光し、該反射光の受光量
に基づいて脈波を検出する脈波検出装置であって、前記光を照射する発光部と、前記反射
光を受光する受光部と、前記発光部及び前記受光部が設けられ、前記指先で押し下げ可能
な可動板と、前記受光部で受光した前記反射光の受光量に基づいて、前記脈波を検出する
演算処理部と、前記演算処理部で検出された前記脈波を表示する表示部と、前記可動板を
押し下げた時の押圧力から前記指先の押し下げ荷重を検出する荷重センサと、を備え、前
記演算処理部が、前記荷重センサで検出された押し下げ荷重が予め決められた設定範囲内
であるか否かを判断すると共に、範囲外と判断した場合には前記表示部に押圧力の強弱を
指示する表示を行い、範囲内と判断した場合には前記発光部を作動させて脈波検出を開始
させることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る脈波検出方法は、指先に照射した光の反射光を受光し、該反射光の
受光量に基づいて脈波を検出する脈波検出方法であって、前記光を照射する発光部と、前
記反射光を受光する受光部と、が設けられた可動板が指先で押し下げられた時に、指先か
ら伝わる押圧力から指先の押し下げ荷重を検出する荷重検出工程と、検出された前記押し
下げ荷重が予め決められた設定範囲内であるか否かを判断すると共に、範囲外と判断した
場合には表示部に押圧力の強弱を指示する表示を行い、範囲内と判断した場合には前記発
光部を作動させて脈波検出を開始させる判断工程と、前記脈波検出が開始された後、前記
受光部で受光した前記反射光の受光量に基づいて、前記脈波を検出すると共に、該脈波を
前記表示部に表示する検出工程と、を備えていることを特徴とする。
【００１０】
　この発明に係る脈波検出装置及び脈波検出方法においては、まず、ユーザによって発光
部及び受光部が設けられた可動板が指先で押し下げられると、荷重センサが指先から伝わ
る押圧力から指先の押し下げ荷重を検出する荷重検出工程を行う。そして、荷重センサは
、検出した押し下げ荷重を演算処理部に出力する。
【００１１】
　すると、演算処理部は、送られてきた押し下げ荷重が予め設定された設定範囲内に収ま
っているか否かの判断工程を行う。ここで、押し下げ荷重が設定範囲外である場合には、
押し下げ荷重が適正範囲よりも強すぎる或いは弱すぎることを意味している。そのため、
演算処理部は、表示部に押圧力の強弱を指示する表示を行う。具体的には、押し下げ荷重
が適正範囲よりも強すぎる場合には、押圧力を下げる旨の指示を表示させる。また、押し
下げ荷重が適正範囲よりも弱すぎる場合には、押圧力を上げる旨の指示を表示させる。
　この表示部の表示により、ユーザは現在可動板をどのような状況、即ち、どのような力
加減で押し下げているか（適正範囲に対する押し下げ荷重の大小）を一目で確認すること
ができる。従って、速やかに指先の押し下げ荷重を修正することができる。しかも、強弱
が明確に指示されているので、修正後の押し下げ荷重を適正範囲内に容易且つ確実に調整
することができる。
【００１２】
　そして、押し下げ荷重を調整した結果、押し下げ荷重が設定範囲内であると演算処理部
が判断した場合には、発光部を作動させて脈波検出を開始させる検出工程を行う。即ち、
発光部が指先に向けて光を照射し、受光部が指先で反射した反射光を受光する。そして、
受光部は、受光した反射光を反射信号に変換した後、演算処理部に出力する。この際、脈
動に応じて反射光の受光量は変動するので、反射信号も同様に変動する。その結果、演算
処理部は、送られてきた反射信号の変動、即ち、反射光の受光量に基づいて脈波を検出す
ることができる。また、検出した脈波を表示部に表示する。
【００１３】
　特に、脈波検出前に、指先の押し下げ荷重が適正範囲内に収まっていることを確認して
いるので、明瞭な波形の脈波を検出することができる。従って、この脈波を解析すること
で、脈拍数等の正確な生体情報を得ることができる。
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　上述したように、適正範囲内の押圧力で指先を確実に押し付けることができ、常に安定
した波形の脈波を検出することができる。
【００１４】
　また、本発明に係る脈波検出装置は、上記本発明の脈波検出装置において、前記可動板
を一定の弾性力でフローティング支持する弾性体を備えていることを特徴とする。
【００１５】
　この発明に係る脈波検出装置においては、弾性体が可動板を一定の弾性力でフローティ
ング支持している。そのため、指先で可動板を押し下げた際、仮に指先に僅かなブレ等の
体動が生じてしまい、押し下げ荷重が若干変動したとしても、この変動を弾性体で吸収す
ることができる。従って、押し下げ荷重をより確実に適正範囲内に収めることができ、よ
り安定した脈波検出を行うことができる。
【００１６】
　また、本発明に係る脈波検出装置は、上記本発明の脈波検出装置において、前記演算処
理部が、前記脈波検出を開始させた後、一定時間の間、息を止める旨の指示を前記表示部
に表示させることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る脈波検出方法は、上記本発明の脈波検出方法であって、前記検出工
程の際、一定時間の間、息を止める旨の指示を前記表示部に表示することを特徴とする。
【００１８】
　この発明に係る脈波検出装置及び脈波検出方法においては、脈波検出を行っている際、
演算処理部が、一定時間の間、息を止める旨の指示を表示部に表示する。すると、ユーザ
は、可動板を指先で押し下げたまま、一定の間、息を止める。脈波は、呼吸する際の僅か
な体動でも影響を受けてしまう可能性があるが、一定の間、息を止めることによって呼吸
時の僅かな体動をなくすことができる。従って、より安定した脈波検出を行うことができ
る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る脈波検出装置及び脈波検出方法によれば、適正範囲内の押圧力で指先を確
実に押し付けることができ、常に安定した波形の脈波を検出することができる。従って、
脈波を解析して得られる脈拍数等の生体情報の信頼性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る一実施形態を、図１から図５を参照して説明する。
　本実施形態の脈波検出装置１は、指先Ｆに照射した光Ｌ１の反射光Ｌ２を受光し、該反
射光Ｌ２の受光量に基づいて脈波を検出する装置である。この脈波検出装置１は、図１に
示すように、脈波検出部２と、ＣＰＵ（演算処理部）３と、表示部４と、荷重センサ５と
、を備えている。
【００２１】
　脈波検出部２は、指先Ｆに向けて光Ｌ１を照射する発光部１０と、該光が指先Ｆで反射
した反射光Ｌ２を受光する受光部１１と、を備えている。
　これら発光部１０及び受光部１１は、図２に示すように、指先Ｆで押し下げ可能とされ
た可動板１２に設けられている。この可動板１２は、例えば平板であり、保持部１３に形
成されたガイド孔１３ａに摺動可能に嵌っている。この際、可動板１２は、ガイド孔１３
ａから外れないように規制された状態で嵌っている。また、発光部１０及び受光部１１は
、例えば可動板１２の上面に埋め込まれるように固定されており、可動板１２の上面に貼
り付けられたガラス等の透明基板１４によって保護されている。
【００２２】
　ところで、受光部１１は、受光した反射光Ｌ２から反射信号を生成した後、図１に示す
ように、増幅部２０及びＡ／Ｄ変換回路２１を介してＣＰＵ３に出力している。詳細には
、まず受光部１１は、反射光Ｌ２を変換して反射信号を生成した後、該反射信号を図示し
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ないフィルタを通して増幅部２０に出力する。増幅部２０は、反射信号のレベルを所定の
倍率に増幅した後、Ａ／Ｄ変換回路２１に出力する。そして、Ａ／Ｄ変換回路２１は、増
幅された反射信号をＡ／Ｄ変換してデジタル信号にした後にＣＰＵ３に出力している。な
お、これら増幅部２０及びＡ／Ｄ変換回路２１も、脈波検出部２を構成する一部である。
【００２３】
　ＣＰＵ３は、図２に示すように、パーソナルコンピュータ等の本体部２５内に内蔵され
ており、受光部１１で受光した反射光Ｌ２の受光量に基づいて脈波を検出する演算処理を
行うように機能する。なお、上述した増幅部２０及びＡ／Ｄ変換回路２１もＣＰＵ３と同
様に、本体部２５内に内蔵されている。
　このＣＰＵ３は、図１に示すように、バスを介して接続されたＲＯＭ２６及びＲＡＭ２
７を有している。このうち、ＲＯＭ２６には、上述した演算処理を実行するためのプログ
ラムが格納されている。また、ＲＡＭ２７は、処理の実行時にＲＯＭ２６に格納されてい
る所定の処理プログラムを展開し、処理に基づく出力を一時的に格納している。ＣＰＵ３
は、これらＲＯＭ２６及びＲＡＭ２７を利用して、反射信号を演算処理して脈波を検出す
ると共に、この脈波をさらに解析して脈波数等の生体情報を検出することができるように
なっている。
　また、ＣＰＵ３には、液晶表示器等の表示部４が接続されており、ＣＰＵ３にて検出さ
れた脈波や脈波数等の生体情報が表示されるようになっている。
【００２４】
　荷重センサ５は、図２に示すように、ガイド孔１３ａに摺動可能に嵌っている可動板１
２の下方に配置されており、可動板１２を押し下げた時の押圧力から指先Ｆの押し下げ荷
重を検出している。このような荷重センサ５としては、例えば歪ゲージである。そして、
荷重センサ５は、検出した押し下げ荷重をＣＰＵ３に出力するようになっている。
　一方、ＣＰＵ３は、荷重センサ５から送られてきた押し下げ荷重を、予め決められた設
定範囲内に入っているか否かを判断するようになっている。そして、ＣＰＵ３は、範囲外
であると判断した場合には、表示部４に押圧力の強弱を指示する表示（押圧力を上げる旨
の指示、或いは、押圧力を下げる旨の指示）を行うように設定されている。また、これと
は逆に、ＣＰＵ３は、範囲内であると判断した場合には、発光部１０を作動させて脈波検
出を開始させる制御を行うように設定されている。
【００２５】
　次に、このように構成された脈波検出装置１を利用して脈波を検出する場合を、図３に
示すフローチャートを参照しながら説明する。
　まず、ユーザは、発光部１０及び受光部１１を保護している透明基板１４上に指先Ｆを
載せた後、隙間から外光が入らないように指先Ｆをしっかりと押し付けながら可動板１２
を押し下げる。可動板１２が押し下げられると、荷重センサ５に押圧力が伝わる。すると
、荷重センサ５は、指先Ｆから伝わるこの押圧力から、指先Ｆの押し下げ荷重を検出する
荷重検出工程を行う（Ｓ１）。そして、荷重センサ５は、検出した押し下げ荷重をＣＰＵ
３に出力する。
【００２６】
　ＣＰＵ３は、荷重センサ５から押し下げ荷重を受け取ると、この押し下げ荷重が予め設
定されている設定範囲内に収まっているか否かの判断工程を行う（Ｓ２）。ここで、設定
範囲内とは、例えば、ＭＡＸ値（上限値）が、１５０ｇｆであり、ＭＩＮ値（下限値）が
１００ｇｆである。押し下げ荷重が、この設定範囲外である場合には、現在指先Ｆで可動
板１２を押している押し下げ荷重が、脈波検出に適正な適正範囲よりも強すぎる或いは弱
すぎることを意味している。そのため、このような場合ＣＰＵ３は、表示部４に押圧力の
強弱を指示する表示を行う。
【００２７】
　本実施形態では、まずＣＰＵ３は、荷重センサ５から送られてきた押し下げ荷重がＭＡ
Ｘ値よりも大きいか否かを判断する（Ｓ２ａ）。その結果、ＭＡＸ値よりも大きいと判断
した場合（Ｓ２ａにおけるＹＥＳの場合）には、表示部４に「押し下げ荷重を下げる（弱
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くする）」旨の指示を表示させる。これとは逆に、ＭＡＸ値よりも小さい判断した場合（
Ｓ２ａにおけるＮＯの場合）には、押し下げ荷重がＭＩＮ値よりも小さいか否かを判断す
る（Ｓ２ｂ）ステップに移行する。ここで、ＭＩＮ値よりも小さいと判断した場合（Ｓ２
ｂにおけるＹＥＳの場合）には、表示部４に「押し下げ荷重を上げる（強くする）」旨の
指示を表示させる。なお、この場合には、再度上記ステップ（Ｓ２ａ）に戻って、ＭＡＸ
値との比較から再度行う。
【００２８】
　一方、ＭＩＮ値よりも大きいと判断した場合（Ｓ２ｂにおけるＮＯの場合）には、ＣＰ
Ｕ３は押し下げ荷重が設定範囲内であると判断して脈波の検出工程を開始する（Ｓ３）。
　特に、上述した指先Ｆの押し下げ荷重の調整の際、表示部４に表示された指示によって
、ユーザは現在可動板１２をどのような状況、即ち、どのような力加減で押し下げている
か（適正範囲に対する押し下げ荷重の大小）を一目で確認することができる。従って、速
やかに指先Ｆの押し下げ荷重を修正することができる。しかも、強弱が明確に指示されて
いるので、修正後の押し下げ荷重を適正範囲内に容易且つ確実に調整することができる。
【００２９】
　次に、ＣＰＵ３は、脈波の検出を行うにあたって、まず発光部１０を作動させて指先Ｆ
に向けて光Ｌ１を照射させる。この光Ｌ１は、指先Ｆで反射した後、反射光Ｌ２となって
受光部１１に入射する。この際、指先Ｆの血管内を流れるヘモグロビン等によって光Ｌ１
の一部が吸収されるので、反射光Ｌ２は血流変動、即ち、脈動に応じて変動する。よって
、受光部１１で受光される反射光Ｌ２の受光量は、脈動に応じて変動する。
　そして受光部１１は、受光した反射光Ｌ２を反射信号に変換した後、フィルタを通して
増幅部２０に出力する。増幅部２０は、反射信号を増幅した後、Ａ／Ｄ変換回路２１に出
力する。すると、Ａ／Ｄ変換回路２１は、反射信号をＡ／Ｄ変換してデジタル信号にした
後、ＣＰＵ３に出力する。
【００３０】
　ここで、上述したように反射光Ｌ２は脈動に応じて受光量が変動しているので、反射信
号も同様に変動している。よって、ＣＰＵ３は、送られてきた反射信号の変動、即ち、反
射光Ｌ２の受光量に基づいて脈波を検出することができる。
　特に、脈波検出前に、指先Ｆの押し下げ荷重が適正範囲内に収まっていることを確認し
ているので、明瞭な波形の脈波を検出することができる。従って、この脈波を解析するこ
とで、脈波数等の正確な生体情報を得ることができる。なお、ＣＰＵ３は、解析した脈波
数を表示部４に表示させる（Ｓ４）。但し、脈波数だけでなく、検出した脈波を表示して
も構わないし、脈波から解析された脈波数以外の解析結果を表示しても構わない。
【００３１】
　上述したように、本実施形態の脈波検出装置１によれば、適正範囲内の押圧力で指先Ｆ
を確実に押し付けることができ、常に安定した波形の脈波を検出することができる。
【００３２】
　なお、上記実施形態において、脈波を検出する検出工程の際に、ＣＰＵ３が、一定時間
の間、息を止める旨の指示を表示部４に表示させるようにしても構わない。
　このような場合には、脈波検出を行っている際、表示部４に一定時間の間、息を止める
旨の指示が表示されるので、ユーザは可動板１２を指先Ｆで押し下げたまま、この指示に
したがって息を止める。ここで、脈波は、呼吸する際の僅かな体動でも影響を受けてしま
う可能性がある。しかしながら、一定の間、ユーザが息を止めるので、呼吸時の僅かな体
動さえもなくすことができる。従って、より安定した脈波検出を行うことができる。
【００３３】
　また、上記実施形態において、図４に示すように、可動板１２と保持部１３のガイド孔
１３ａとの間にコイルバネ（弾性体）３０を配置し、可動板１２を一定の弾性力（ばね力
）でフローティング支持するように構成しても構わない。
　このように構成した場合には、指先Ｆで可動板１２を押し下げた際、仮に指先Ｆに僅か
なブレ等の体動が生じてしまい、押し下げ荷重が若干変動したとしても、この変動をコイ
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囲内に納めることができ、より安定した脈波検出を行うことができる。
【００３４】
　なお、弾性体としてコイルバネ３０を利用したが、コイルバネ３０に限定されるもので
はなく、一定の弾性力を有するものであれば構わない。また、コイルバネ３０の上部に荷
重センサ５を配置した場合を例にしたが、コイルバネ３０の下方に荷重センサ５を配置し
ても構わない。
【００３５】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明に係る一実施形態を示す脈波検出装置のブロック図である。
【図２】図１に示す脈波検出装置を構成する発光部及び受光部を中心とする装置構成図で
ある。
【図３】図１に示す脈波検出装置により、脈波を光学的に検出する場合のフローチャート
である。
【図４】本発明に係る脈波検出装置の変形例を示す図である。
【図５】指先の押し付け荷重と、脈波の波形との関係を示した図である。
【符号の説明】
【００３７】
　Ｆ…指先
　Ｌ１…光
　Ｌ２…反射光
　１…脈波検出装置
　２…脈波検出部
　３…ＣＰＵ（演算処理部）
　４…表示部
　５…荷重センサ
　１０…発光部
　１１…受光部
　１２…可動板
　３０…コイルバネ（弾性体）
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